
第７３号議案 

 

 

町田市鶴川緑の交流館条例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年(２０２３年)８月２９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市鶴川緑の交流館条例の一部を改正する条例 

町田市鶴川緑の交流館条例（平成２３年６月町田市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（施設） （施設） 

第２条 交流館には、次に掲げる施設を設ける。 第２条 交流館には、次に掲げる施設を設ける。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）自転車駐車場  

（４）原動機付自転車等駐車場  

 （自転車駐車場等を利用できる車両）  

第３条 自転車駐車場及び原動機付自転車等駐

車場（以下「自転車駐車場等」という。）を

利用できる車両は、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。 

 

（１）自転車駐車場 道路交通法（昭和３５年

法律第１０５号）第２条第１項第１１号の

２の自転車 

 

（２）原動機付自転車等駐車場 道路交通法第

２条第１項第１０号の原動機付自転車及び

同法第３条に規定する普通自動二輪車のう

ち側車付きのもの以外のもの 

 

 （ホール等における事業）  （ホール等における事業） 

第４条 略 第３条 略 

 （ホール等の施設）  （ホール等の施設） 

第５条 略 第４条 略 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第６条 ホール等及び自転車駐車場等の管理

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

（以下「指定管理者」という。）に行わせる

ものとする。 

第５条 ホール等の管理は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

に規定する指定管理者（以下「指定管理者」

という。）に行わせるものとする。 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う 第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う
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ものとする。 ものとする。 

（１）略 （１）略 

（２）施設等及び自転車駐車場等の利用の承認

等に関すること。 

（２）ホール等の利用の承認等に関すること。 

（３）施設等及び自転車駐車場等の維持管理に

関すること。 

（３）ホール等の維持管理に関すること。 

（４）略 （４）略 

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等） 

第８条 略 第７条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長は、前項の規定により提出された書類

を審査し、次に掲げる基準により、ホール等

及び自転車駐車場等の設置の目的を最も効果

的に達成することができると認める者を指定

管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て

指定管理者に指定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により提出された書類

を審査し、次に掲げる基準により、ホール等

の設置の目的を最も効果的に達成することが

できると認めるものを指定管理者の候補者に

選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定

するものとする。 

（１）～（３）略 （１）～（３）略 

 第８条 削除 

 （指定管理者の指定の取消し等）  （指定管理者の指定の取消し等） 

第９条 市長は、指定管理者が次の各号のいず

れかに該当するときは、指定管理者の指定を

取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部

若しくは一部の停止を命ずることができる。 

第９条 市長は、指定管理者が次の各号のいず

れかに該当するときは、指定管理者の指定を

取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部

若しくは一部の停止を命ずることができる。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）前条第３項に規定する基準を満たさなく

なったとき。 

（３）第７条第３項に規定する基準を満たさな

くなったとき。 

（４）略 （４）略 

（開場時間等） （開場時間） 

第１０条 略 第１０条 略 

２ 自転車駐車場等の利用時間は、午前０時か

ら午後１２時までとする。 

 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長又は指定

管理者は、必要があると認めるときは、第１

項の開場時間又は前項の利用時間（以下「開

場時間等」という。）を変更することができ

る。ただし、指定管理者が開場時間等を変更

するときは、市長の承認を受けなければなら

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管

理者は、必要があると認めるときは、開場時

間を変更することができる。ただし、指定管

理者が開場時間を変更するときは、市長の承

認を受けなければならない。 
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（休場日） （休場日） 

第１１条 略 第１１条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長又は指定管理者は、必要があると認め

るときは、臨時に自転車駐車場等の休場日を

定めることができる。ただし、指定管理者が

臨時に休場日を定めるときは、市長の承認を

受けなければならない。 

 

（利用料金等） （利用料金） 

第１４条 略 第１４条 略 

２ 自転車駐車場等を利用する者は、自転車駐

車場等の利用に係る料金（以下「駐車料金」

という。）を自転車駐車場等から自転車、原

動機付自転車又は普通自動二輪車（以下「自

転車等」という。）を退場させようとすると

きに支払わなければならない。 

 

３ 利用料金及び駐車料金は、別表に掲げる額

の範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定めるものとする。 

２ 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内にお

いて、指定管理者が市長の承認を得て定める

ものとする。 

４ 指定管理者は、規則で定めるところにより、

駐車料金を減額し、又は免除することができ

る。 

 

５ 市長は、指定管理者に利用料金及び駐車料

金を指定管理者の収入として収受させるもの

とする。 

３ 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理

者の収入として収受させるものとする。 

（入場の制限） （入場の制限） 

第１８条 指定管理者は、ホール等及び自転車

駐車場等の入場者が次の各号のいずれかに該

当するときは、入場を拒み、又は退場を命ず

ることができる。 

第１８条 指定管理者は、ホール等の入場者が

次の各号のいずれかに該当するときは、入場

を拒み、又は退場を命ずることができる。 

（１）略 （１）略 

（２）前号に掲げるもののほか、ホール等及び

自転車駐車場等の管理上支障があると認め

られるとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、ホール等の管

理上支障があると認められるとき。 

（自転車駐車場等における禁止行為）  

第２２条 何人も、自転車駐車場等において次

に掲げる行為をしてはならない。 

 

（１）自転車等の駐車を妨げること。  
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（２）自転車駐車場等の施設又は設備を汚損し、

又は毀損すること。 

 

（３）公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱す

行為 

 

（４）前３号に掲げるもののほか、自転車駐車

場等の管理に支障を及ぼす行為 

 

（自転車駐車場等における事故等の免責）  

第２３条 地震、火災その他の災害又は盗難そ

の他第三者の行為によって自転車駐車場等に

おいて生じた損害については、市及び指定管

理者は、その責めを負わないものとする。 

 

（損害賠償） （損害賠償） 

第２４条 略 第２２条 略 

（委任） （委任） 

第２５条 略 第２３条 略 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係） 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 駐車料金  

施設 単位 駐車料金 

自転車駐車場 ２４時間に

つき 

３００円 

原動機付自転

車等駐車場 

２４時間に

つき 

４５０円 

 

 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して５月を超えない範囲内において町田市規則で定

める日から施行する。 
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